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●ハガキに記載されている問合せ先に電話すると、「今 日中に支払わないと

法的手続きに移行します。」「お金は後でもどつてくるので一旦支払うて

ください。」などと言葉巧みに言われ、だまされてしまいます。
●身に覚えのない請求は、連絡を取らないようにしましょう !

こんなハガキが届いたら・・ロ

無視するか、消費生活センターにご連絡を :

80743-73-0550(相 談用)

月～金曜日(休 日を除く)午 前 9時～午後 4時 30分



架空請求ハガキで生駒市内でも3件、総額約430万 円

の 被 害 が発 生 !(平成29年 10月～平成30年 5月末まで)

☆ターゲツトは女性::☆

○ハガキは主に50歳代以上の女性を対象に送 られています。

O考える暇が無いように、週の後半や指定する期日の直前に届 く例が

多く、慌てて電話 してしまう・ 口・・それが犯人の狙いです :

休日のご相麟は生胸警察署へ 80743-74-0110

◇ハガキだけではありません !～消費者トラブルん

オレオレ詐欺や振り込め詐欺だけでなく、パソコンやスマートフォン

を使つた架空請求や通信販売、訪間販売など私たちの身の回りの

消費者トラブルを未然に防止するため、消費生活センターの

“どこでも講座"で賢い消費者に !(0743-72…1100)

◇特殊詐欺等被害防止対策機器購入補助金をご活用ください !

●            1
1機 0●

:讐
‐鸞韓‐|

勒
=滅

´

0対象
申請時に満65歳以上の高齢者が住む市内の世帯で、市税を滞納していない人

0補助対象機器
悪質な電話による詐欺を防ぐことを目的に製造され、自動応答録音機能がついた特殊詐欺対策機能付

電話か、自動応答録音機能がついた外付けの機器
補助対象機器は、1世帯につき1台とし、平成30年 4月 1日 以降に購入したものに限ります。

O補助金額
対象機器の購入費と設置費の合計額の1/2(上限1万円。100円未満は切り捨て)

O募集件数
30件 (申込み順)

0申込み方法
消費生活センターと防災安全課で配布する申請書類に、購入機器の機能が記載されているカタログか取

扱説明書、購入機器の金額と品名が記載された領収書を添えて、平成31年 2月 28日 (木 )までに、消費
生活センターか防災安全課の窓口に直接ご提出ください。                 ・

お問い合わせ
防災安全課 874‐1111 内線363

消費生活センター 872-1100(事 務用)


